
見積り合わせに関する募集（役務） 

 

１ 調達内容  

（１）調達件名 

水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託 

（２）調達案件の仕様、契約期間及び排出場所 

別添「仕様書」による。   

 

２ 見積り合わせ参加に必要な書類  

（１）見積書 

宛名は「支出負担行為担当官 富山労働局総務部長」とすること。 

（２）富山県知事又は富山市長から、水銀使用製品産業廃棄物を含む「産業廃棄物収集運搬

業」の許可を受けている証明書類。（例：産業廃棄物収集運搬業許可証（写）） 

（３）富山県知事又は保健所設置市長から、水銀使用製品産業廃棄物を含む「産業廃棄物処

分業」許可を受けている証明書類。（例：産業廃棄物処分業許可証（写）） 

（４）誓約書（別紙） 

  

 

３ 見積書等関係書類の提出期限及び場所  

令和８年３月１６日（月）１７時１５分まで 

持参、メール、ＦＡＸ又は郵送とする。郵送の場合、提出期限必着とする。 

〒９３０－８５０９ 

富山市神通本町１丁目５番５号 富山労働総合庁舎５階 

富山労働局 総務部総務課会計第一係 担当（瀬川） 

ＴＥＬ ０７６－４３２－２７２７ 

ＦＡＸ ０７６－４３２－６４７１ 

E-mail kaikei-toyamakyoku.a 1
イチ

5(★)mh l
エル

w.go.jp 

※(★)を＠に変更してください。 

 

４ 見積り合わせの結果通知 

令和８年３月１７日（火）１２時までに、見積り合わせに参加した者に通知する。 

 

５ その他留意事項  

（１）見積金額について  

見積書の様式は任意とするが、単価（円）（税抜）×予定数量（本（個））という形式で

記載し、見積りには業務に必要となる一切の諸経費を含むこと。 

なお、金額は見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額（以下「税抜き価格」

という。）、消費税及び地方消費税額（以下「消費税額」という。）及び税抜き価格に消費税

額を加算した合計金額（以下「税込み価格」という。）を記載すること。ただし、免税業者

においては、見積書にその旨を明記すること。 

（２）契約の相手方の決定について 

総価において最低価格を提示した事業者を、契約の相手方として決定する。 

（３）契約書の作成を要する。 

 

 

 



別 紙 

 

誓 約 書 

 

当社（私）は、下記（１）から（６）のいずれの要件も満たしていることを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、必要に応じて、証明書等の追加資料の提出を求められることについて了承します。 

 

記 

 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。  

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者については、この限りでない。  

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  

（３）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保

険、国民保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の

保険料の滞納がないこと。 

（４）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。  

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は

暴力団員でないこと。  

（６）労働関係法令を遵守している者であり、過去１年以内に当該業務に関し、厚生労働省

所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 

 

 

令和  年  月  日  

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 



仕様書 

１．件  名 

水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託 

 

２．対象物・予定数量 

廃蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物）  

 

＊廃棄物情報 

対象物（水銀使用製品産業廃棄物） 予定数量 備考 

直管形蛍光ランプ 40ｗ 32本 FLR40S-EX-N/M等 

直管形蛍光ランプ 32ｗ 104本 FHF32EX-N-H等 

直管形蛍光ランプ 20ｗ 7本 FL20S-W等 

直管形蛍光ランプ 16ｗ 8本 FHF16EX-N-H等 

コンパクト形蛍光ランプ 21個 FHT32EX-N等 

※なお、予定数量は概算であるため、実数量は前後する場合がある。 

 

３．履行場所 

富山市神通本町１－５－５ 富山労働総合庁舎 ゴミ集積場 

 

４．履行期限 

契約締結日から令和８年３月 31日（火）までの開庁日 

※作業時間は８時 30分～17時 15分までとする。 

 

５．運搬及び処分の許可等 

（１）富山県知事又は富山市長から、水銀使用製品産業廃棄物を含む「産業廃棄物収集

運搬業」の許可を受けていること。 

（２）処分場所を富山県知事又は保健所設置市長から、水銀使用製品産業廃棄物を含む

「産業廃棄物処分業」許可を受けていること。 

（３）上記（１）及び（２）に係る事業の全部又は一部の停止を受けている期間中でな

いこと。 

（４）当該廃棄物を運搬できる許可された収集・運搬車両を所有していること。 

（５）廃棄物の最終処分場について所在地等明らかにすること。 

 

６．再委託について 

 （１）受託者は、業務の全部を第三者（受託者の子会社（会社法第２条第３号に規定す



る子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、政令で定める基準に従って

委託する場合その他環境省令で定める場合を除いて、業務の一部を第三者（乙の子

会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することは

できない。 

（２）受託者は、再委託する場合には、別添契約書条項に定めるとおり、発注者に再委

託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再

委託が 50万円未満の場合は、この限りでない。 

（３）受託者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者の

行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 

（４）その他詳細は、別添契約書条項に定めるとおりとする。 

  

７．その他留意事項 

（１）各業務は、関係法令を遵守して実施すること。（作業に必要な道具等は、受託者

において用意すること。） 

（２）作業終了後、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を提出し、当局が指定する検査

担当者の検査に合格しなければならない。 

（３）請求書の宛名は「官署支出官 富山労働局長」とすること。 

 



 

 

 

契 約 書（案） 

支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 渡辺 聡（以下「甲」という。）と＊＊＊＊＊＊

＊（以下「乙」という。）は、甲の事業場：富山県富山市神通本町１丁目５番５号 富山労働総

合庁舎から排出される水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務（以下「業務」とい

う。）に関し別記条項により契約を締結する。 

 

１．件  名  水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託 

 

２．履行場所  富山県富山市神通本町１丁目５番５号 富山労働総合庁舎 

 

３．契約期間  契約日から令和８年３月31日まで 

  

４．委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価 

 

 

 

 

 

 

 

請求金額は各単価に発生数量を乗じて算出した額の合計に消費税額及び地方消費税額を

加えて得た額とする。 

なお、消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法

第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 

 

５．契約保証金  免除 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第２条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 

 

（法の遵守） 

第３条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係

法令を遵守するものとする。 

種類（水銀使用製品産業廃棄物） 単価（税抜） 

直管形蛍光ランプ40ｗ ＊＊＊円 

直管形蛍光ランプ32ｗ ＊＊＊円 

直管形蛍光ランプ20ｗ ＊＊＊円 

直管形蛍光ランプ16ｗ ＊＊＊円 

コンパクト形蛍光ランプ ＊＊＊円 



 

 

 

 

（委託内容） 

第４条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の

写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やか

にその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。 

 

◎収集運搬及び処分に関する事業範囲 

〔産廃〕 

［排出地］                   

許可都道府県・政令市： 富山県        

［処分地］ 

許可都道府県・政令市： 富山県       

許 可 の 有 効 期 限          ： 別紙許可証のとおり  許 可 の 有 効 期 限          ： 別紙許可証のとおり  

事 業 範 囲          ： 別紙許可証のとおり  事 業 範 囲          ： 別紙許可証のとおり  

許 可 の 条 件          ： なし         許 可 の 条 件          ： なし         

許 可 番 号          ： 別紙許可証のとおり  許 可 番 号          ： 別紙許可証のとおり  

２ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 

３ 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 

事業場の名称       ： ＊＊＊＊＊  

所 在 地       ： ＊＊＊＊＊  

処 分 の 方 法       ： 別紙許可証のとおり  

施設の処理能力： 別紙許可証のとおり  

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を別紙のとおりとする。 

 

（義務と責任） 

第５条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙

に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」（環境省の「廃

棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照）の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 

ア 産業廃棄物の発生工程 

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

エ 混合等により生ずる支障 

オ 日本産業規格C950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には含有マーク表

示に関する事項 

カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじ

ん等が含まれる場合は、その事項 

キ 輸入された廃棄物 

ク その他取扱いの注意事項 

２ 甲は委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業



 

 

 

廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容の程度

の情報を通知する。 

３ 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の記載事

項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取

りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取る

こととする。 

４ 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境

計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」（昭和48年２月環境省告

示13号）による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 

 

（甲乙の責任範囲） 

第６条 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の

完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。 

２ 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによっ

て甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 

３ 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除く全てとする。 

４ 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、

乙に負担させない。 

 

（費用負担） 

第７条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙

の負担とする。 

 

（再委託） 

第８条 乙は、業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をい 

う。）を含む。）に委託することはできない。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に 

より、政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合を除いて、業務一 

部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委す 

ることはできない。 

２ 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限

りでない。 

３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うもの

とし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と

約定しなければならない。 

４ 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことに

より送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る。以下同



 

 

 

じ。）を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならな

い。 

５ 乙は、再委託先を変更する場合は、様式２により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、

その承認を受けなければならない。 

 

（履行体制） 

第９条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当

該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式３

により甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式４により甲に承認を求めなけれ

ばならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 

（１）受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更 

（２）事業参加者の住所のみの変更 

（３）契約単価のみの変更 

３ 前２項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるも

のとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 

 

（遅滞料） 

第10条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に

応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として

徴収するものとする。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその

超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 

 

（履行期限の無償延期） 

第11条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了で

きないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければなら

ない。 

２ 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第１項の規定にか

かわらず、遅滞料を免除する。 

 

（監督） 

第12条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示

をさせることができる。 

 

（検査） 

第13条 乙は業務終了後、マニフェストを甲に提出し、甲の指定する検査職員による検査を受け



 

 

 

なければならない。 

２ 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行

うものとする。 

３ 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 

４ 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直し

をし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 

 

（対価の支払） 

第14条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官

署支出官 富山労働局長（以下「官署支出官」という。）に請求するものとする。 

２ 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理

した日から30日以内に支払わなければならない。 

 

（遅延利息） 

第15条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第２項の期限までに対価を支払

わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24

年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める

率により計算して得られた額（円未満切捨）を遅延利息として乙に支払うものとする。 

 

（調査） 

第16条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われている

かを確認するため、乙に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。 

２ 甲は、乙に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。

この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第17条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは

一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融

資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１

条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３

項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成16年法律第154号）第２条第２項に規定する信

託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を

書面により甲に届け出なければならない。 

 

（秘密の保持） 

第18条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏ら



 

 

 

してはならない。 

２ 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 

 

（個人情報保護） 

第19条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報をいう。以

下同じ。）の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

４ 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能

な方法による廃棄を行わなければならない。 

５ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面

にして報告しなければならない。 

６ 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提

出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることがで

きる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。 

 

（契約の解除等） 

第20条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合、乙は、請求

見込額（各単価に予定数量を乗じて算出した額の合計額に消費税額及び地方消費税額を加えて

得た額をいう。以下同じ。）の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間

内に国庫に納付しなければならない。なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、

何ら催告を要しない。 

（１）第11条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。 

（２）乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

（３）乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められる

とき。 

（４）甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺

その他不正行為があると認められるとき。 

（５）第18条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、

本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに

帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

５ 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を

経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延

利息を甲に支払わなければならない。 



 

 

 

６ 第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がそ

の超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 

７ 甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた

産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じな

ければならない。 

（１）乙の義務違反により甲が解除した場合 

  ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責

任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の

業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用

をもって行わせなければならない。 

  イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないときは、

乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 

  ウ 上記イの場合は、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のも

とにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処理を行わしめるものとし、その負担した

費用等を、乙に対して償還を請求することができる。 

（２）甲の義務違反により乙が解除した場合 

  ア 乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未

処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしく

は乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求するこ

とができる。 

 

（危険負担） 

第21条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができな

くなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は対価の支払いの義務を免れるもの

とする。 

 

（損害賠償） 

第22条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連し又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定

める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、本契約の履行に着手後、第20条第１項の規定による契約解除により損害が生じたとき

は、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとす

る。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第23条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約

の全部又は一部を解除することができる。  



 

 

 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置

命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する

場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項若しくは第20条の２から第20条の６の規定に

よる課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法

（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しく

は第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

（３）競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があっ

たことが判明したとき。 

（４）乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送

検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

（５）第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第１号、第２号に該当した場合には、速や

かに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項第３号又は第４号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、

速やかに甲に報告しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、請求見込額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する

期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条の２

（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命

令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）に定める期

間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟

の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定

したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項又は第20

条の２から第20条の６の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事

件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含

む。）又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しく

は棄却の判決が確定したとき（独占禁止法第63条第２項の規定により当該納付命令が取り

消された場合であっても影響を及ぼさない。）。 



 

 

 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項若しくは第

７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法

第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の

規定による刑が確定したとき。 

（５）前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。  

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の請

求見込額の100分の10に相当する額のほか、請求見込額の100分の５に相当する額を違約金とし

て甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項又は第２項の規定

による納付命令（独占禁止法第７条の３第１項、第２項又は第３項の規定の適用がある場

合に限る。）を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提

起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起があった場合

において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき（独占禁止

法第63条第２項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさな

い。）。 

（２）当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している

とき。 

３ 乙は契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第22条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を

解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 



 

 

 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められ

るときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第27条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負

人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降の全て

の受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場

合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の

契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除

せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解

除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第29条 甲は、第20条第２項、同条第３項、第25条、第26条、第28条第２項及び第31条第２項の

規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償

することは要しない。 

２ 乙は、甲が第20条第２項、同条第３項、第25条、第26条、第28条第２項及び第31条第２項の

規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するも

のとする。 

 



 

 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介

入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（目的物が契約の内容に適合しない場合の措置）  

第31条 甲は、第13条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合し

ていないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内に（数量又は権利の不

適合については期限制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して

請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第２号を請

求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないもの

とする。 

（１）甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引

換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと 

（２）直ちに代金の減額を行うこと 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解

除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合

が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものと

する。 

 

（事情変更） 

第32条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他

著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議

して本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面

により定めるものとする 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第33条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協

議の上、解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（存続条項） 

第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第15条、第18条、第19条、第20条第２項、第



 

 

 

22条、第24条、第27条、第29条、第31条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年＊月＊＊日 

 

甲   富山県富山市神通本町１丁目５番５号 

支出負担行為担当官 

                     富山労働局総務部長 渡辺 聡 

 

乙   ＊＊＊＊＊＊ 

  



 

 

 

 

（様式１） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

  

  



 

 

 

（様式２） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名        

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

  



 

 

 

（様式３） 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業者名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・ 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乙 

事業者Ａ 

事業者Ｃ 

事業者Ｂ 



 

 

 

（様式４） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名        

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第９条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 

 

 


